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《
事
例
》
法
務
局
認
定
法
人
と

名
乗
る
と
こ
ろ
か
ら
「
料
金
が

未
納
な
の
で
民
事
訴
訟
の
訴
状

が
提
出
さ
れ
た
の
で
連
絡
す
る
。

民
事
訴
訟
お
よ
び
、
裁
判
の
取

り
下
げ
な
ど
の
相
談
は
期
日
ま

で
に
本
人
か
ら
連
絡
す
る
よ
う

に
」
と
い
う
内
容
の
ハ
ガ
キ
が

届
い
た
。
ま
っ
た
く
身
に
覚
え

が
な
い
。
ど
う
し
た
ら
よ
い

か
？

《
回
答
》
利
用
し
た
覚
え
が
な

い
架
空
の
、
有
料
番
組
サ
イ
ト

利
用
料
金
・
恋
人
紹
介
事
業
の

事
務
手
数
料
・
総
合
消
費
料

金
・
債
権
な
ど
を
請
求
す
る
文

書
が
、
ハ
ガ
キ
・
電
子
メ
ー

ル
・
封
書
・
電
報
で
届
い
た
と

い
う
相
談
が
、
全
国
の
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
へ
多
く
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

こ
れ
は
流
失
し
た
個
人
情
報

や
名
簿
を
使
っ
て
『
架
空
の
事

実
』
を
理
由
に
、
請
求
書
や
督

促
状
を
送
り
つ
け
る
と
い
う
架

空
請
求
で
す
。
請
求
書
に
は

「
入
金
が
な
い
場
合
に
は
自
宅
、

勤
務
先
へ
回
収
に
出
向
く
」
「
連

絡
が
な
い
場
合
は
原
告
の
主
張

が
全
面
的
に
受
理
さ
れ
、
裁
判

所
の
執
行
官
が
給
料
の
差
し
押

さ
え
、
動
産
や
不
動
産
の
差
し

押
さ
え
を
す
る
」
な
ど
、
不
安

を
感
じ
る
文
言
も
書
か
れ
て
い

ま
す
。

こ
れ
は
、
「
よ
く
わ
か
ら
な
い

が
・
・
・
」
「
も
し
か
し
て
あ
の

こ
と
？
」
と
い
っ
た
心
の
隙
間

に
入
り
込
み
、
巧
み
な
虚
偽
や

脅
迫
的
な
文
面
で
金
銭
を
要
求

す
る
卑
劣
な
犯
罪
で
す
。

身
に
覚
え
が
な
け
れ
ば
、
無

視
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
記
載

さ
れ
て
い
る
連
絡
先
に
連
絡
を

し
た
り
、
お
金
を
支
払
っ
て
は

絶
対
に
い
け
ま
せ
ん
。

郵
送
の
場
合
は
、
請
求
書
が

実
際
に
届
い
て
い
る
の
で
、
事

業
者
は
名
前
と
住
所
は
知
っ
て

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

電
子
メ
ー
ル
の
場
合
で
は
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
を
、
電
話
で
請
求

を
受
け
た
場
合
は
電
話
番
号
を

知
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
そ
れ
以
上
知
っ
て
い
る
可

能
性
は
低
く
な
り
ま
す
。

新
た
に
、
住
所
・
氏
名
・
電

話
番
号
な
ど
の
個
人
的
な
情
報

を
知
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
今

度
は
手
紙
や
電
話
な
ど
の
別
の

手
段
で
請
求
し
て
く
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
ま
す
。
更
な
る
個
人

情
報
を
知
ら
れ
る
こ
と
は
絶
対

に
避
け
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
た
と
え
請
求
に
対
し

身
に
覚
え
が
あ
っ
た
と
し
て
も

強
引
な
手
法
で
契
約
が
成
立
し

て
い
た
場
合
は
、
自
分
に
そ
の

意
思
が
な
け
れ
ば
多
く
は
法
的

に
救
わ
れ
ま
す
。
不
用
意
に
お

金
を
振
り
込
ん
だ
り
、
連
絡
す

る
ほ
う
が
は
る
か
に
危
険
で
す
。

「
も
し
か
し
た
ら
」
な
ど
と

不
審
な
請
求
に
疑
問
が
残
る
と

き
は
、
相
手
側
に
直
接
連
絡
す

る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
、
消
費

生
活
相
談
コ
ー
ナ
ー
な
ど
公
的

機
関
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

疑
問
な
点
は
、
消
費
生
活
相

談
コ
ー
ナ
ー
（
�
７
６
６
・
１

１
１
０
）
へ
。

＞164＜

身に覚えのない代金の請求

架空請求にご用心

現
在
、
核
家
族
化
や
地
域
社
会

と
の
希
薄
化
、
共
働
き
家
庭
の
増

加
な
ど
の
社
会
環
境
の
変
化
な
ど

に
よ
り
、
夜
間
や
休
日
に
お
け
る

小
児
救
急
医
療
に
対
す
る
需
要
が

年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

近
年
の
小
児
医
療
を
巡
る
環
境
は

非
常
に
厳
し
く
、
小
児
科
医
師
の

確
保
や
財
政
面
な
ど
、
個
別
自
治

体
だ
け
で
の
小
児
救
急
医
療
体
制

の
整
備
は
難
し
い
状
況
で
す
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
応
す
る

た
め
、
伊
丹
市
・
宝
塚
市
・
川
西

市
・
猪
名
川
町
の
３
市
１
町
は
広

域
連
携
事
業
の
一
環
と
し
て
、
平

成
15
年
度
よ
り
「
小
児
救
急
セ
ン

タ
ー
の
共
同
設
置
」
の
協
議
を
重

ね
て
き
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
医
師
の
確
保
の
見

通
し
が
つ
い
た
た
め
、
３
市
１
町

に
よ
る
独
立
型
の
広
域
小
児
救
急

医
療
施
設
を
共
同
で
設
置
・
運
営

し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
の

で
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

い
つ
か
ら
開
設
す
る
の
？

平
成
18
年
度
に
設
計
、
同
19
年

度
に
工
事
、
同
20
年
４
月
１
日
に

開
設
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

ど
こ
に
設
置
す
る
の
？

伊
丹
市
に
あ
る
昆
陽
池
公
園
の

近
く
で
す
（
右
図
参
照
）。

国
道
１
７
１
号
や
県
道
な
ど
の

基
幹
道
路
な
ど
を
利
用
し
、
各
市

町
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
が
容
易
で
あ

る
こ
と
、
近
く
に
目
印
と
な
る
施

設
な
ど
が
点
在
す
る
な
ど
わ
か
り

や
す
さ
に
優
れ
て
い
る
こ
と
、
騒

音
対
策
上
の
問
題
が
少
な
い
こ
と

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
３
次
救
急
機
関
で
あ
る

兵
庫
医
大
病
院
救
急
救
命
セ
ン
タ

ー
が
近
い
こ
と
、
市
立
伊
丹
病
院

と
の
連
携
が
容
易
に
で
き
る
こ
と

▲安心して子育てができる環境の整備をめざします。（写真は
子育て学習センター登録グループ「ミルカーズ」）

【保険住民課】

◎住民票の写し等の交付の

申請

【税務課】

◎所得証明書／課税証明書

交付申請

◎納税証明書交付申請

◎軽自動車税納税証明書交

付申請（車検用）

◎固定資産税評価証明書交

付申請

◎固定資産税公課証明書交

付申請

◎固定資産課税台帳閲覧申

請

◎町県民税特別徴収に係る

給与所得者異動届

◎特別徴収義務者の所在

地・名称変更届

【生活環境課】

◎犬の死亡届

◎犬の登録事項変更

【健康福祉課】

◎医療受給者証再交付申請

【業務課】

◎水道閉栓届

【総務課】

◎公文書公開請求

【都市整備課】

◎屋外広告物取付完了届

◎屋外広告物除却（滅失）

届

【保健センター】

◎集団胃がん検診受診希望

日申し込み

兵庫県および県内2 0市６

町共同で開発してきた電子

申請システムの運用を、３

月８日から開始します。

電子申請とは、住民の皆

さんが自宅などのパソコン

からインターネットを活用

して、2 4時間いつでもどこ

からでも、申請や届出がで

きるシステムです。利用に

あたっては、パソコンの設

定、各種ソフトウエアのイ

ンストール、利用者登録な

どが必要です。本町で電子

申請できる手続は以下のと

おりです。

くわしくは

U R L（h t t p : / / w w w . s i n s e i . e -

h y o g o . j p / n a v i g a t e / p u b l i c / m u 2 1

/ b i n / i n d e x . r b z )または、町ホ

ームページをご覧ください。

利用方法については企画

政策課（�7 6 6－8 7 1 1）、各種

証明・届出についてはそれ

ぞれの担当課へ。

～兵庫県電子申請共同運営システムの運用を開始～

電子申請ができるもの

平
成
20
年
４
月
の
開
設
を
め
ざ
し
ま
す

な
ど
も
大
き
な
理
由
で
す
。

施
設
の
機
能
は
？

小
児
科
の
初
期
救
急
と
し
、
入

院
や
手
術
を
要
し
な
い
比
較
的
軽

症
の
患
者
を
対
象
と
す
る
予
定
で

す
。

診
療
科
目
や
業
務
は
？

15
歳
未
満
児
を
対
象
と
し
た
小

児
科
診
療
と
、
電
話
相
談
業
務
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

◇
　
　
◆
　
　
◇

施
設
の
規
模
や
管
理
運
営
形

態
・
診
療
体
制
・
経
費
負
担
な
ど

具
体
的
な
調
整
事
項
は
、
引
き
続

き
３
市
１
町
で
協
議
を
重
ね
て
い

き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ

ー
（
�
７
６
６
・
１
０
０
０
）
へ
。

総合福祉センター（ゆうあいセンター）と社

会福祉会館を結ぶ4 9 0ｍのルート「（仮称）福祉の

道」の名称が、「ふれあいの径」に決定しました。

多数の応募ありがとうございました。受賞者

は下記のとおりです。

�最優秀賞「ふれあいの径」矢田朋子さん

�優秀賞「希望の道」上田恵美さん

�優秀賞「ふれあいの小径」植田悠太さん

�優秀賞「こもれびの道」東田政信さん

なお、「ふれあいの径」は、高齢者や障害者の

健康増進やリハビリテーション活動、自然と触

れ合う遊歩道・散策道、施設利用者の連絡道な

どに利用していきます。

問い合わせは、健康福祉課（�766－8701）へ。

「ふれあいの径
みち

」に決定！

（仮称）福祉の道の名称が

（仮称）広域小児急病センターの設置場所

�住所 伊丹
市昆陽池２丁
目10番地

（現「伊丹市立
こ や い け園 」
の跡地）

各種申請や届出が自宅のパソコンから

３月８日からスタート！


